
平
成
二
十
一
年
人
事
院
規
則
一
一―

一
〇

人
事
院
規
則
一
一―

一
〇
（
職
員
の
降
給
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
職
員
の
降
給
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
総
則
）

第
一
条
　
職
員
（
給
与
法
第
六
条
第
一
項
の
俸
給
表
（
以
下
「
俸
給
表
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
俸
給
表
（
指
定
職
俸
給
表
を
除
く
。
）
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
降
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合

を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
法
第
二
十
七
条
に
定
め
る
平
等
取
扱
の
原
則
、
法
第
七
十
四
条
に
定
め
る
分
限
の
根
本
基
準
及
び
法
第
百
八
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
職
員
を
降
給
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
降
給
の
種
類
）

第
三
条
　
降
給
の
種
類
は
、
降
格
（
職
員
の
意
に
反
し
て
、
当
該
職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
俸
給
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
降
号
（
職
員
の
意
に
反
し
て
、
当
該
職
員
の
号
俸
を
同
一
の

職
務
の
級
の
下
位
の
号
俸
に
変
更
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
降
給
（
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
の
官
職
へ
の
転
任
に
よ
り
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
同
一
の
俸
給
表
の

下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
降
格
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
降
格
の
事
由
）

第
四
条
　
各
庁
の
長
（
給
与
法
第
七
条
に
規
定
す
る
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
職
員
が
降
任
又
は
転
任
（
規
則
一
一―

一
一
（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
）
第
五
条
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
官
職
へ
の
転
任
に
限
る
。
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
同
一
の
俸
給
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類

さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
職
員
を
降
格
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
職
員
の
う
ち
い
ず
れ
を
降
格
さ
せ
る
か
は
、
各
庁
の
長
が
、
勤
務
成
績
、
勤
務
年
数
そ
の
他
の
事
実
に
基
づ
き
、
公
正
に
判
断
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
職
員
が
降
任
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
職
員
の
能
力
評
価
又
は
業
績
評
価
（
次
条
並
び
に
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
定
期
評
価
」
と
い
う
。
）
の
全
体
評
語
が
下
位
又
は
「
不
十
分
」
の
段
階
で
あ
る
場
合
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実

に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
指
導
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が

そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ロ
　
各
庁
の
長
が
指
定
す
る
医
師
二
名
に
よ
っ
て
、
心
身
の
故
障
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
、
そ
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

ハ
　
職
員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
適
格
性
を
判
断
す
る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
き
、
当
該
適
格
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
指
導
そ
の
他
の
人

事
院
が
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
適
格
性
を
欠
く
状
態
が
な
お
改
善
さ
れ
な
い
と
き
。

二
　
官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
の
給
与
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
数
に
不
足
が
生
じ
た
場
合

（
降
号
の
事
由
）

第
五
条
　
各
庁
の
長
は
、
職
員
の
定
期
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
又
は
「
不
十
分
」
の
段
階
で
あ
る
場
合
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
の
級
に

分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
導
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
を
降
号
す
る
も
の
と
す
る
。

（
臨
時
的
職
員
又
は
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
の
特
例
）

第
六
条
　
各
庁
の
長
は
、
臨
時
的
職
員
が
降
任
に
よ
り
、
又
は
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
が
降
任
又
は
転
任
に
よ
り
、
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
同
一
の
俸
給
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
ら
の
職
員
を
降
格
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
職
員
が
降
任
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）

イ
　
職
員
の
定
期
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
又
は
「
不
十
分
」
の
段
階
で
あ
る
場
合
（
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
の
特
別
評
価
の
人
事
評
価
政
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
人
事
評
価
政
令
第
九

条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
が
行
わ
れ
た
人
事
評
価
政
令
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
体
評
語
が
下
位
の
段
階
で
あ
る
場
合
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ロ
　
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
客
観
的
事
実
に
基
づ
い
て
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二
　
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由

２
　
各
庁
の
長
は
、
臨
時
的
職
員
又
は
条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員
の
定
期
評
価
の
全
体
評
語
が
下
位
又
は
「
不
十
分
」
の
段
階
で
あ
る
場
合
そ
の
他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
ら
の
職
員
を
降
号
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
知
書
の
交
付
）

第
七
条
　
各
庁
の
長
は
、
職
員
を
降
給
さ
せ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
規
則
八―

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
通
知
書
（
以
下
「
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通
知
書
の

交
付
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
知
書
に
代
わ
る
文
書
の
交
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
説
明
書
の
写
し
の
提
出
）

第
八
条
　
各
庁
の
長
は
、
降
給
（
法
第
八
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
降
給
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
は
、
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
写
し
一
通
を
人
事
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

1



（
受
診
命
令
に
従
う
義
務
）

第
九
条
　
職
員
は
、
第
四
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
診
断
を
受
け
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
及
び
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
と
す
る
」

と
、
第
八
条
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
を
除
く
」
と
す
る
。

３
　
第
七
条
の
規
定
は
、
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
の
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
、
規
則
九―

一
四
七
（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
俸
給

月
額
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
俸
給
月
額
が
異
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
旨
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一―

六
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一
一―

一
〇―

一
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
評
価
期
間
（
人
事
評
価
政
令
第
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
評
価
期
間
を
い
う
。
）
に
係
る
能
力
評
価
又
は
業
績
評
価
の
全
体
評
語
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る

改
正
後
の
規
則
一
一―

一
〇
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
附
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
令
和
三
年
改
正
法
　
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
を
い
う
。

二
　
令
和
五
年
旧
法
　
令
和
三
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
を
い
う
。

三
　
暫
定
再
任
用
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。

四
　
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

五
　
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

六
　
施
行
日
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
を
い
う
。

七
　
旧
法
再
任
用
職
員
　
施
行
日
前
に
令
和
五
年
旧
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。

（
雑
則
）

第
二
十
五
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。
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